
平成２７年度 事業計画書 

 

公１．市 民 の 健 康 ・ 体 力 づ く り の 推 進（定款第４条第１号） 

（１）川口マラソン大会                      参加予定者数   7000 名 

・期 日  １２月６日（日） 

・会 場  青木町公園陸上競技場 

 

 

公２．スポーツ教室及び各種スポーツ事業等の実施（定款第４条第２号） 

（１）スポーツ教室                                                        参加予定者数    450 名 

１８教室を開催し、スポーツの普及・競技力の向上に務める。         

・ゴ ル フ         一 般   ５回    ５月 ～ ６月 

・女性ゴルフ         一 般 女 性   ５回    ６月 ～ ７月 

・テ ニ ス         一 般   ６回    ７月 ～ ８月 

・水 泳         小 学 生   ８回    ７月 ～ ８月 

・飛 込 み         小 学 生   ８回    ７月 ～ ８月 

・女性テニス         一 般 女 性   ６回    ９月 ～ １０月 

・ソフトテニス         小 学 生   ６回    ９月 ～ １０月 

 

指定管理者事業分 

・弓   道         一   般   ８回    ５月 ～ ６月 

・キッズ陸上         小 学 生   １回    ９月 

・テ ニ ス         一   般   ６回    １０月 ～ １１月 

・剣   道         小 学 生   １５回   ５月 ～ ６月 

・空 手 道         小 学 生   １０回   ５月 ～ ６月 

・親子マットピラティス    親   子   ８回    ９月 ～ １０月 

・柔   道         小 学 生   １０回   ９月 ～ １０月 

・少林寺拳法         小 学 生   ８回    １０月 ～ １１月 

・女性バドミントン      一 般 女 性   ８回    ９月 ～ １１月 

・ストレッチ＆ピラティス   一 般 女 性   ８回    ５月 ～ ７月 

・剣   道         中 学 生   １回    １２月 

 

 

（２）体育の日スポーツ教室                     参加者予定数   1400 名 

・期 日     １０月１２日（祝） 

・種 目     野球・弓道・ﾃﾆｽ・ｿﾌﾄﾃﾆｽ・卓球・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・柔道・剣道・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 

・会 場     青木町公園総合運動場･体育武道センター 他 

・対象者  小学生 ～ 一般 



 

公３．ス ポ ー ツ に 関 す る 講 演 会 の 実 施（定款第４条第３号） 

（１）ジョギングセミナー                         参加予定者数    100 名 

・会 場  青木町公園陸上競技場 

・対象者  小学生 ～ 一般 

・回 数  1 回 

 

 

公４．競技力向上を目指した各種スポーツ大会の実施（定款第４条第４号） 

（１）市民選手権大会及び都市交歓スポーツ大会              参加予定者数   9000 名 

  ※ 各競技団体での計画により開催 

 

公５．競 技 団 体 及 び ス ポ ー ツ 少 年 団 の 育 成（定款第４条第５号） 

（１）競技力向上事業                       参加予定者数    750 名 

   加盟団体等へ強化費を配分し、各団体の強化事業計画にそって、選手、指導者等を育成する。 

 

（２）指導者養成事業                                       

   加盟団体等の指導者が公認スポーツ指導者資格を取得するための費用の一部を助成する。 

 

 

公６．広報誌の発行その他の広報活動（定款第４条第６号） 

（１）「ＳＰＯＲＴＳかわぐち」の発刊 

  ・発 刊 月  第８２号（９月）、第８３号（１月）、第８４号（３月） 

 

 

公７．ス ポ ー ツ 功 労 者 及 び 優 秀 選 手 の 表 彰（定款第４条第７号） 

（１）功労者・優秀選手表彰                ６月２５日（木）  

（２）特別表彰              １月２９日（金） 川口市体育三賞授与式の席上にて表彰 

（３）学校体育部活動優秀指導者顕彰    １月２９日（金） 川口市体育三賞授与式の席上にて表彰 

 

 

公８．川 口 市 体 育 施 設 管 理 受 託 に 関 す る 事 業（定款第４条第８号） 

（１）指定管理業務の実施 

   青木町公園総合運動場、体育武道センターの両施設を、平成２６年度から３０年度までの５年間 

   指定管理者として管理運営を行なう。 

 



収．そ の 他 目 的 達 成 の た め に 必 要 な 事 業（定款第４条第９号） 

（１）施設管理補助事業 

川口市から管理補助業務の委託を受け、市内７体育施設（東・西・北・新郷・芝・安行・鳩ヶ谷スポ

ーツセンター）及び運動場・庭球場等の施設の維持保全及び利用者サービスの向上に努める。 

 

（２）自動販売機設置事業 

   指定管理施設である青木町公園総合運動場及び体育武道センターに、利用者の利便性を高めるため 

自動販売機を設置するもの 

 

 

体 育 協 会 運 営 事 業    

（１）会 議 

   ①評議員会      年２回（６月、３月） 

   ②理事会       年４回（５月、９月、１２月、３月） 

   ③運営委員会     年４回（４月、８月、１１月、２月） 

   ④専門部会 

     ア） 総務財務部会       年１回 

     イ） 強化部会         年２回 

     ウ） スポーツ科学部会     年２回 

     エ） 普及部会         年１回 

     オ） 広報部会          年３回 

 

（２）県南４市体育協会連絡協議会事業 


